
【公共投資の重点化・効率化等】

Ⅰ 挑戦できる体制づくり
■ 定員管理

Ⅱ 未来志向の財政運営
■ 主要財政指標

内容 主な推進方策

○ 地域経済や県民生活などに与える影響に配慮しつつ、新たな成
長の原動力となる分野への投資や災害・危機に強い県土づくり
などへの公共投資の重点化・効率化等を徹底するとともに、公
共施設の資産総量の適正化や長寿命化に計画的に取り組みます。

・公共投資の重点化・効率化等
・公共施設等の効率的 ･ 計画的な維持管理

【出資団体のあり方の見直し】
内容

○ 社会経済情勢の変化や県民のニーズに的確に対応するため、出資団体の県行政における役割を明確にし、事業の効果や
　 経営状況等を踏まえ、将来を見据えたあり方等の見直しを進めます。

【経営健全化の推進】
内容

○ 経営評価による指導や改革工程表（保有土地等）の進行管理の徹底等を図ることにより、出資団体の経営の健全化を推進
します。また、法人情報について県民に分かりやすく公開します。

【自立的な経営の推進】
内容

○ 出資団体は、経営の結果責任を十分認識し、自立的な経営を推進するとともに、県は、出資団体の事業が効率的かつ効果的
に実施できるよう、人的及び財政的関与の適正化を図ります。

　 また、出資団体におけるデジタル技術の活用を促進することにより、県民サービスの向上を図ります。

現状値 目標値

令和3年度
一般行政部門

〈下記部門を除く行政部門〉

職員数 4,812人
（令和7年度）
現状程度の

職員数を維持
 ･スリムな人員体制を
   維持
 ･緊急性・重要性の
   高い分野に重点的に
   人員を配置

令和3年度
学校以外の教育部門

職員数 468人

令和3年度
警察官以外の警察部門

職員数 538人

令和3年度
公営企業等会計･大学部門

〈利用料など特定の収入により事業を行う部門〉
〔水道･下水道･病院（医療従事者除く）･競輪など〕

職員数 583人

現状値 目標値

令和2年度［令和2年度決算］
実質公債費比率

9.5％
全国第34位

（毎年度）
全国中位

以下を維持

令和2年度［令和2年度決算］
特例的県債を除く

県債残高
1兆1,377億円

（毎年度）
前年度以下に

縮減

令和2年度［令和2年度決算］
プライマリーバランス

（臨時財政対策債を交付税として算定した場合）

851億円黒字

（毎年度）
黒字を維持

　県政推進の基盤となる県の組織体制及び財政運営について、適切な状況にあるかを確認するため、「定員
管理」及び「主要財政指標」に係る数値目標を次のとおり設定します。

数値目標
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【公営企業会計・特別会計の健全化の推進】
内容 主な推進方策

○ 公営企業会計及び特別会計について、経営等の健全化を推進
するとともに、独立採算性等の観点から見直しに努めます。

・改革工程表の進行管理
・各会計が所管する県所有の分譲対象用地の早期処分

【幅広い手法による財源の確保】

【財政健全化目標の設定と財政状況の見える化】

内容 主な推進方策

① 県有財産の有効活用、広告収入等の確保など、多様な手法に
よる自主財源の確保を進めます。

　 また、安定的な資金調達と金利変動リスクの抑制を図るととも
に、金利負担の軽減や運用益の確保に向けて、資金管理の効
率化等を徹底します。

・県有財産の有効活用、広告収入等の確保
・受益者負担の適正化、税外収入未済額の縮減
・ふるさと納税の広報 ･ 募集活動の推進
・県債発行手法の多様化
・資金運用管理の効率化

② 法定外税や超過課税等の課税自主権の活用について研究を進
めるとともに、滞納の未然防止のための納期内納付の推進や、
滞納整理を通じて税の公平・公正性の確保を図ることにより、
県税収入の確保に努めます。

・課税自主権の活用（法定外税、超過課税等）
・進行管理の徹底による適正な滞納整理
・キャッシュレス化の推進による納税者の利便性の
　向上等

内容 主な推進方策

① 計画に掲げる挑戦を着実に推進するとともに、将来世代への
負担の先送り等を回避するため、健全な財政構造を確立する
ための目標を設定します。

・実質公債費比率について全国中位以下を維持
・将来負担比率の改善
・特例的県債*を除く県債残高の縮減
・プライマリーバランスの黒字維持

② 財政状況や資産状況について、経年比較や他団体との比較な
ど多角的な分析を進めるとともに、県民向けの情報発信の充
実を図ります。

・企業会計的手法を用いた財務書類の作成・公表・活用
・財政収支見通しや予算・決算等の分かりやすい広報

＊特例的県債 ： 臨時財政対策債、減収補填債など、地方の財源不足を補うために、国の制度に基づき発行した県債

施 策 2   将来にわたって発展可能な健全な財政構造の確立

政策2 出資団体改革の推進
　出資団体が効率的かつ効果的に運営され、その結果、地域の振興及び県民生活の向上を促進し、県民が更
なる「豊かさ」を享受できるよう、出資団体改革を着実に推進します。
　また、推進にあたっては、出資団体等調査特別委員会や変革期をリードする茨城づくり調査特別委員会の
提言等を踏まえ、改革工程表の進行管理等により、計画的に行います。

 施 策    出資団体改革の推進

【スクラップ・アンド・ビルドの徹底と事務事業の効率化】
内容 主な推進方策

○ 真に必要な事業に積極果敢に挑戦するため、施策の進捗状況や
効果の検証に不断に取り組み、改善方策を予算に反映させるな
ど、事務事業の見直しを徹底し、コスト削減や事業の効率化を
図ります。また、予算の執行段階でも無駄を省き、効率的な執
行を徹底します。

・証拠に基づくPDCAサイクルの徹底（再掲）
・ 非効率な事務や成果向上が見込めない事業の廃止等　　
　（再掲）
・予算の効率的な執行
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